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緒

財
政
が
一
凶
一
滞
に
於
け
る
抗
大
の
純
憐
に

L
て、

ε山
り
良
否
は
一
国
一
務
り
全
経
済
に
封
L
て
ま
大
の
闘
係

を
引
す
る
ご
阿
川
に
、
又
そ
の
泊
誌
は
会
経
済
枇
合
の
生
産
力

ω反
映
で
あ
る
。
而
て
そ
の
財
政
牧
入

ω重
大
部

分
を
山
む
る
所
り
机
枇
は
‘
そ
の
枇
併
構
成
は
よ
h
給
付
せ
ら
る
、
も
の
な
る
が
放
に
、
税
枕
の
腕
前
一
如
何
が
耐

命
生
日
怖
を
掛
〈
支
配
す
る
主
は
一
一
二
円
七
侠
だ
泊
。
返
品
本
来
J

〈
の
絞
済
史
家
は
財
政
の
方
而
よ
b
徳
川
時
代
の
経
済
の

品
位
泌
を
研
究
[
己
に
多
〈
内
有
徒
な
る
労
作
が
俊
表
せ
ら
れ
た
o

然
L
そ
の
多
〈
は
専
克
布
袋
や
財
政
一
般
に
闘

す
る
も
の
で
あ
っ

τ、
専
ら
視
叫
引
の
方
偏
よ
り
河
約
的
に
研
究
せ
ら
れ
た
も
の
は
比
陵
的
少
い
H
切
で
あ
る
o

こ
れ

は
蓋
[
徳
川
時
代

ω税
制
が
殆
ど
地
和
田
早
一
殺
の
如
き
搬
を
墨

L
、
そ
の
他
の
諸
税
は
さ
ま
で
重
要
腕
せ
ら
れ

争
、
地
相
叫
が
重
く
し
て
農
民
生
活
を
腿
泊

L
口
市
中
は
各
組
耐
ご
も
同
様
で
あ
っ
て
、
か
、
る
問
題
は
別
に
研
究
せ
す

ピ
も
切
な
事
質
ご
せ
ら
る
、
か
ら
で
あ
る
o

叉
今
一
つ
の
理
由
は
、
各
議
の
租
枕
制
度
が
極
め

1
不
統
一
に

L

τ、
特
に
地
組
以
外
の
事
物
に
相
到
す
乙
一
説
殺
は
貨
に
複
雑
を
版
め
て
居
る
市
中
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
明
治
財
政
史
に
掲

げ
ら
れ
た
る
徳
川
時
代
の
運
上
課
税
品
目
白
み
を
見
る
も
質
に
千
五
百
を
越
ゆ
る
正
一
式
ム
有
徒
で
あ
る
o

斯
の
如



き
不
統
一
複
雑
な
る
税
制
を
統
一
整
理
し

τ考
察
し
、
そ
の
枇
曾
経
済
£
の
関
係
を
究
明
す
る
事
は
、
徳
川
時
代

経
憐
史
り
研
究
に
批
判
し
て
一
大
一
貝
献
を
な
す
も
り
で
ゐ
る
o

勿
論
徳
川
時
代
の
経
隣
的
愛
還
を
税
枕
り
如
き
一
方

面
の
み
よ
h
見
る
引
は
火
蛍
で
ゐ
っ
て
、
ぞ
り
他
に
も
重
大
な
る
問
題

ω存
す
る
却
を
忘
れ
「
し
は
な
ら

ω。
併
し

乍
ら
か
り
徳
川
附
代
の
農
村
の

E

被
弊
、
行
川
川
脳
動
ゆ
如
き
も
の
が
、
組
枕
の
重
却
に
趨
因
す
る
の
で
あ
る
事
に
徴

す
る
も
利
枕
が
枇
命
日
後
草
り
一
大
契
機
な
り

L
こ
に
は
切
で
あ
る
c
而
し
て
軍
に
租
税
の
章
一
叫
ご
云
ふ
も
、
こ
れ

を
形
式
的
じ
の
み
似
aMA
す
る
は
佐
々
に

L
一
し
不
常
な
る
結
論
に
議
〈
を
以
て
、
我
々
は
そ

ω耐
宵
の
利
税
負
撚

ヵ
、
生
威
力

f

己
相
批
制
度
子
宮
現
W
H
仁
比
較
研
究
せ
ね
ば
な
ら
心
。
私
は
滋
に
阿
山
滞
り
税
制
金
説
逃
し
よ
う
己

川
山
ム
山
り
で
ゐ
る
が
、
附
山
組
問
り
税
枕
が
如
何
に
日
比
糸

ω
生
活
に
影
響

L
k
h
r
ω
事
貨
を
直
接
に
一
蹴
し
た
る
文
献
は

柿
め
て
柿
で
ゐ
る
か
ら
、
先
つ
刷
山
滞
的
財
政
一
般
企
辿
べ
、
百
品
仁
そ
の
枕
制
を
記
し
、
そ
が
此
作
純
情
に
劉
J

る
闘
係
に
就
き
て
は
、
一
一
一
一
一
の
向
学
者
り
見
解
及
び
施
設
に
よ
っ

τ間
接
に
こ
れ
骨
覗
ム
事
こ
す
o

倫
附
山
務
の
財

政
一
般
に
つ
き

τの
研
究
は
極
め
て
旗
汎
に
日
ゐ
を
も
っ
て
、
本
文
に
於
て
は
一
々
の
事
貨
を
辿
べ
す
し
て
、
市
有

ら
慨
括
的
に
論
述
す
る
に
と
V

め
た
c
煉
る
一
己
ニ
ハ
り
の
文
献
は
附
山
池
田
供
中
務
所

ω制
刑
判
掛
及
び
附
山
市
山
見
牧
載

の
税
制
杭
己
で
あ
る
。第

附
山
藩
の
財
政
事
情

徳
川
時
代
仁
於

t
財
政

ω豊
か
で
あ
っ
七
務
は
秘
め
て
稀
-
じ
あ
っ
て
・
何
れ
も
窮
乏

L
E
不
健
全
な
も
の
で
あ

っ
た
o

各
地
問
財
政
の
困
難
古
い
ム

μ
、
帥

t
州
政
の
牧
支
が
地
'
廿
し
な
く
な
っ
仕
事
を
立
除
す
る
。
然
ら
ば
何
故

叢

論

阿
山
部
白
骨
制

ML
ニ
イ
二
容

(
件
古
跡

五
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論

に
牧
支
適
合
せ
ゲ
る
に
至
っ
た
か
、
之
を
版
本
的
に
究
明

f
る
4
は
総

τ常
時

ω枇
曾
放
題
を
理
解
す
る
事
ご
な

る
の
経
費
膨
肢
の
法
川
は
之
h
f
徳
川
附
代
に
も
治
加
す
る
事
が
山
来
る
げ
乱
げ
と
も
、
そ
の
膨
服
の
原
因
が
、
支
配

階
級
の
脊
修
的
需
要
ゃ
、
天
災
地
援
飢
慌
の
救
済
の
加
さ
消
格
的
支
山
内
増
大
せ
る
事
、
徳
川
幕
府
が
予
語
的
宮

川
四
百
な
る
事
を

m
dせ
ん
が
縛
め
仁
、
可
成
出
品
珂
を
大
な
ら
[
め
た
る
羽
、
一
見
に
は
侍
統
主
義
に
立
脚
せ
る
封
建

制
度
古
級
焼
的
合
理
中
訴
を
基
礎
と
す
る
商
業
的
勢
力
ご
の
矛
盾
も
重
大

ω聞
係
が
め
る
。
之
等
は
現
代
の
経
費

膨
脹
の
原
因
正
依
程
典
礼
る
性
質
の
も
の
で
ゐ
る
o

イ

岡
山
藩
財
政
困
難
の
原
因

剛
山
部
の
財
政
も
亦
唱
」
の
運
命
hr
避
り
る

4
は
出
来
な
か
っ
た
。
己
に
滞
政
初
期
に
於

τ支
出
徒
ら
に
多
(
し

τ枚
入
之
に
伴
は
す
、
出
掃
除
の
策
ご
し
て
大
阪
の
町
人
よ
り
備
銀
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o

支
出

ω増
加
せ

る
第
一

ω服
凶
は
、
大
名
-
己
し
て
の
家
計
の
膨
脹
で
あ
る
o

徳
川
時
代
の
大
名
の
家
計
ご
務
の
財
政
正
は
ぞ
の
随

分
が
極
め

τ隠
昧
で
は
あ
る
が
、
併
L
ニ
の
雨
者
は
己
に
御
念
上
回
別
せ
ら
れ
て
居
化
事
は
疑
も
な
い
事

t
思

ふ
。
併
し
大
名
の
家
計
に
劃
し
て
は
、
今
日
の
岡
家
経
済
じ
於
る
皇
室
以
上
仁
、
務
の
財
政
は
多
く
の
も
の
を
支

山
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
炉
っ
た
o

大
名
は
江
戸
に
下
島
敬
を
設
け
て
妻
子
を
お
昔
、
多
(
の
役
人
を
朗
在
せ
し
め

ね
ば
な
ら
ぬ
の
み
な
ら
宇
、
大
名
自
ら
は
定
則
的
に
江
戸
ご
岡
山
橋
ご
を
も
の

J
¥
L
〈
往
復

L
な
り
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
o

晶
君
羽
交
替
の
制
度
が
各
務
の
財
政
を
窮
迫
に
導
じ
た
事
は
こ
れ
周
知
の
事
で
あ
る
。
岡
山
の
殿
様
は

大
館
俄
約
な
人
が
多
〈
て
白
ら
給
す
る
事
甚
ピ
捕
聞
か
つ
陀
り
れ
Uι

も
、
日
公
人
ご

L
て
は
葉
大
の
費
用
を
必
要
正

L

+11'博~.組消!I!.iF究三ヱ九珂



丸
、
殊
に
形
式
侍
統
を
重
や
る
時
代
の
事
で
あ
る
か
ら
、
城
廓
邸
第
の
改
築
、
季
節
/
¥
の
饗
宴
儀
雄
、
冠
婚
葬

祭
の
費
は
蓋
し
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
o

第
二
の
原
因
は
、
直
接
間
接
に
幕
府
よ
b
命
喧
ら
る
、
儀
雄
上
の
義
務
で
あ
る
。
岡
山
繕
は
そ
の
地
理
的
事
情

よ
b
し
て
、
州
制
鮮
使
及
び
長
崎
奉
行
往
還
の
際
の
接
待
、
御
城
米
廻
迭
に
於
け
る
援
坊
の
柏
崎
め
に
多
〈
の
失
投
を

生
じ
た
。
叉
か
の
遊
行
併
な
る
も
の
が
腿
l
来
る
の
で
、
腕
明
々
枕
々
正
し
て
之
が
欺
待
を
な
し
多
〈
の
設
用
が
入

ウ
日
事
は
、
之
に
闘
す
る
記
事
に
よ
っ
て
明
か
で
ゐ
る
o

次
は
刻
々
ご

L
τ
襲
来
す
る
決
水
の
銭
め
に
繕
内
山
山
田

品
が
荒
厳
す
る
の
で
之
が
復
替
の
錦
め
に
も
、
又
人
畜
の
死
傷
救
助
の
鋳
め
に
も
、
不
慮
の
金
を
要
す
る
事
多
大

で
ゐ
っ
た
o
A
h
水
以
外
の
天
災
も
徳
川
時
代
に
於
て
は
不
思
議
仁
多
(
頻
畿
し
た
、
そ
の
度
毎
に
疫
病
が
流
行
し
、

飢
館
を
惹
起
し
た
。
然
る
に
徳
川
時
代
に
於
て
は
、
地
租
U
V

財
政
牧
入
中
の
絡
調
的
大
部
分
を
占
的
、
原
則
正

L

て
は
、
地
組
が
主
枕
た
る
の
有
品
川
で
め
っ
た
か
ら
、
右
の
如
き
天
畿
地
異
は
、
地
租
枚
入
を
必
然
的
に
減
少
せ

L

め
、
然
か
も
他
而
に
於
て
珠
惣
し
得
F
る
支
出
を
必
要
ご
し
た
の
で
ゐ
る
o

之
れ
岡
山
務
が
合
理
的
な
る
謙
算
に

よ
っ
て
財
政
を
途
行
す
る
事
を
得
歩
、
財
政
の
困
難
ピ
乱
脈
Z
を
来
し
党
る
第
四
の
原
因
で
あ
る
o

夏
に
注
意
す

べ
き
は
、
枇
曾
の
貨
幣
需
要
が
増
加
せ

L
事
で
あ
る
o

徳
川
時
代
に
於
て
、
貨
幣
需
要
が
増
加
、
し
紋
本
原
闘
を

究
む
る
事
は
甚
ピ
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
先
艦
は
表
親
交
替
の
制
度
で
は
あ
る
ま
レ
か
、
徳
川
時
代
が
米

遣
の
経
済
時
代
ピ
都
せ
ら
る
、
は
、
私
が
己
に
屡
I
論
A
V

る
が
如
〈
に
、
米
を
貨
融
市
三

L
て
直
接
に
使
用
[
た
ご

い
ふ
の
で
は
な
(
、
米
が
ん
べ
て
の
経
済
の
基
礎
を
な
L
て
居
た
ど
い
ふ
に
止
る
o

枇
命
日
の
経
済
的
編
制
の
成
果

は
、
貨
耐
町
£
い
ヘ
る
日
公
R
T
母
仁

4
っ
て
換
同
情
せ
ら
れ

F
る
を
符
な
か
っ
た
o

而
て
各
大
名
は
年
々
歳
々
も
の
J
t
¥

(
第
六
腕

五
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同
山
雄
白
柑
制

拍
車
二
十
二
巻

(
第
六
凱

五
凹
V

九
三
叫

L
き
所
部
大
名
行
列
を
な
し
て
江
戸
に
往
復
し
た
の
で
あ
る
。

之
に
刑
宣
す
る
支
出
は
貨
怖
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
の
知
〈
貨
幣

ω
使
川
が
.
交
通
の
要
路
に
常
的
い
る
所
に
於

τ、
貨
幣
縦
踏
を
品
田
述
せ

L
め
[
は
勿
論
、

然
ら

Y
る
地
・
万
に
於
工
も
徐
々
に
貨
幣

ω使
川
を
促
進
せ
し
め
た
。

岡
山
絡
は
海
上
交
辺
に
よ
っ

τ悲
し
〈
貨
幣
級
協
引

が
刺
戟
せ
ら
れ
た
。

市
民
に
又
、

泌
が
大
阪
或
は
京
都
よ
り
借
入
れ
た
る
金
銀
は
極
め
て
多
制
に
上
つ

τ日出る、
~)' ~ 

等
の
金
制
酬
は
、

救
他
ご

L
τ
卯
へ
ら
れ
た
に
し
ん
、

又
土
木
そ
の
他
の
経
費
正
し
て
支
出
せ
ら
れ
た
に
[
為
、

ウ~ 

が
雛
て
部
内
に
普
〈
行
は
る
、
仁
至
っ
た
世
帯
は
言
を
倹
た
な
い
。

か
〈
貨
幣
総
務
の
端
絡
が
附
が
る
れ
ば
、

川1
-("a-

ω給
付
編
制
が
盆
1
後
迷

L
、
生
産
力
が
増
加
す
れ
ば
真
に
又
交
換
手
段
正
し
て
の
貨
併
を
必
要
ご
す
る
市
中
J
L

な

ム
リ
、
術
政
論
的
に
貨
幣
経
済
が
後
述
し
た
、

遂
に
貨
幣
な
く
し
て
は

一
絡
の
経
除
、

財
政
は
考
へ
ら
れ
な
〈
な
っ

た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
枇
舎
が
貨
幣
を
需
要
す
る
事
大
な
る
に
、

藤
政
府
は
以
前
よ
h
己
に
多
額

ω伯
金
が

あ
っ
た
の
で
、

之
が
決
済
じ
は
年
々
減
米
を
大
阪
に
凝
ら
ゼ
て
刷
定
し
た
の
で
ゐ
る
。

併
し
米
側

ω援
助
、

j山

手目

j
t主
唱
す
川
正
々
め
ち
て
、

パ

U
J
f
u
h
J
1
1

)
皮
背
負
へ
る
借
金
は
到
底
之
を
完
・
析
す
る

4
抱，
M

↑

γ
、
利
払

ω
支
仰
の
み
に
同
日
々
た

る
有
総
で
あ
っ
た
o

結
局
、

附
山
務
の
別
政
、

従
て
叉
附
山
添

ω生
産
力
は
市
民
階
級
山
貨
幣
山
力
に
よ
っ
て
搾

取
せ
ら
れ
た
ど
も
い
へ
る
。

口、
財
政
窮
乏
封
策

布
の
如
き
初
々
の
一
端
仙
よ

h
し
て
、
附
山
絡
め
州
政
は
次
第
仁
泌
乏
L
、
帯
血
に
整
理
ゼ
ら
毛
、
め
時
な
く

L
て

明
治
に
及
ん
ど
の
で
あ
る
が
、
併
し
諸
政
府
は
ャ
}
の
財
政
府
乏
仁
謝
し
て
何
等
の
策
を
も
施
百
十
し
て
、
自
然
山
り



士
、
に
放
任
し
て
居
た
か
ご
い
ふ
に
然
ら
十
。
嘗
時
の
財
政
家
は
殆
r」
考
へ
得
ら
る
、
丈
け
の
事
を
考
へ
つ
〈
し

て
、
調
策
を
講
じ
た
の
で
ゐ
る
。

如
何
に
専
制
治
下
ど
は
い
へ
ど
も
卒
然
ご
し
て
税
税
を
増
徴
す
る
事
は
殆
ど
不

先
づ
和
枕
の
負
開
力
を
増
大
し
、

然
る

可
能
の
紋
践
に
ゐ
っ
た
o

放
に
則
政

ω印
刷
乏
を
救
ふ
の
手
段
ご
し
て
は
、

後
徐
ろ
に
之
よ
h
杭
枕
を
徴
牧
し
て
財
政
を
豊
か
に
す
る
唱
は
根
本
策
で
あ
る
が
、

併
し
常
時
の
州
政
府
之
の
税

度
を
以
て

L
て
は
、

か
、
る
悠
長
な
る
事
を
な
す
の
徐
裕
が
な
か
っ
化
。
今
日
己
同
じ
〈
財
政
の
紫
斑
己
し
一

J

し
先

づ
人
の
誠
に
浮
ぶ
も
の
は
、

消
極
的
の
絞
殺
節
減
で
あ
る
o

-
}
の
川
山
総
は
一
川
詣
俄
約
令
ピ

L
て、

μι
古
川
じ
ず
ト
町
、
ハ
ノ

J
U

ふ
M
M
E
F
H
P

，令・レ
E
/

ゆ
る
事
例
に
見
は
れ
て
居
る
o

そ
の
粕
川
市
、

質
実
俄
約
一
か
最
高
山
り
道
徳
の
如
〈
仁
考
へ
-L
れ
て
活
花
。
併
L
俄
約

に
は
限
度
が
あ
る
、

式
十
一
を
止
め
さ
せ
た
り
、

封
械
を
州
削
る
事
は
仲
々
aM
社
日
制
の
一
帯
で
な
い
。
叉
天
災
の
難
に
か
、

れ
る
も
の
を
放
任

L
E
お
く
わ
け
に
は
行
か
心
。

結
局
倹
約
柿
紳
は
私
人
以
道
緋
ご
IL--
残
り

L
の
み
に
て
、

政
山
り
窮
乏
を
救
ム

ωカ
は
大
で
は
な
か
っ
た
。

岡
山
滞
が
財
政
山
知
之
を
救
は
ん
が
た
め
に
行
っ
た
施
設
の
中
で
最
も
似
著
な
る
も
の
は
、
閉
山
即
日
、
枇
倉
法
、
及

び
紙
融
市
山
w
結
後
で
あ
る
o

附
山
滞
の
開
銀
は
ぞ
の
組
織
、
規
模
に
於
て
我
国
の
開
墾
犯
に
特
筆
す
べ
き
も
の
に
し

て
、
務
政
初
期
よ
ら
元
総
年
間
に
至
る
迄
は
六
時
三
千
石
の
田
地
を
獲
得
し
、
享
保
四
年
以
後
に
は
三
下
百
三
十

二
町
歩
(
之
を
閥
却
型
地
の
平
均
牧
穫
一
一
民
二
石
ら
し
C
換
算
す
れ
ば
-
』
れ
叉
六
高
二
千
石
こ
な
る
~
を
開
裂
し
た
。

そ
の
多
〈
は
務
政
府
自
ら
開
刻
印
し
て
、
之
を
農
民
に
柳
下
げ
た
の
で
あ
る
か
司
、
一
方
仁
於
て
柳
下
代
金
を
得
し

己
同
時
に
、
他
方
に
於
て
現
貨
に
祖
税
枚
入
を
晴
加
せ
し
引
は
明
か
で
あ
る
。
問
山
滞
の
副
倉
法
は
名
は
枇
倉
法

な
る
も
、
そ
の
資
伎
は
枇
倉
米

ω利
殖
に
よ
う
て
資
源
を
揃
養

L
、
之
を
部
惜
の
高
業
に
活
用
し
て
財
政
に
資
せ
ん

(
館
大
抗

ヲ王

ヨf

ゾ[白

玉

3控

同
山
端
的
粕
制

部
二
十
二
巷

論

l!1-

相者組消虫論者;ニニーl.T以下3) 
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岡
山
藩
申
結
制

正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
o

之
は
ま
ご
し
て
津
田
永
忠
の
創
設
す
る
所
に
し
て
、
車
問
政
初
期
に
於
り
る
滞
の
大
事
業

は
殆
ど
皆
刑
倉
米
の
カ
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
遁
べ
允
大
関
懇
の
如
き
も
、
多
〈
刷
倉
米
に
よ
っ
た
の
で
あ

る
o

併
し
之
は
中
途
か
ら
底
止
せ
ら
る
、
の
蓮
命
に
至
っ
た
、
そ
の
鹿
止
の
原
因
は
明
か
で
な
い
が
、
農
民
仁
貸

付
り
て
利
息
を
取
h
上
げ
る
丈
り
、
農
民
が
依
絡
を
が
せ

5
る
に
至

h
L
事
、
及
び
務
の
財
政
窮
乏
の
結
果
、
一
肱

倉
の
一
冗
本
を
費
消
し
て
し
ま
っ
た
も
の
=
思
は
れ
る
。
誌
に
於

τ最
後
の
一
策
正
し

τ後
案
せ
ら
れ
た
の
は
、
務

議

第
二
十
二
巻

(
第
六
部

諭

五
六
)

九
=
一
六

札
の
後
行
で
ゐ
る
o

之
は
関
内

ω金
銀
を
借
り
上
げ
る
最
も
有
放
な
る
手
段
に
し
て
、
強
制
公
債
募
集
の
一
一
襲
形

で
あ
る
o

之
が
活
め
に
政
府
は
多
稲
の
金
銀
を
獲
得
し
た
が
、
周
期
的
に
札
潰
し
を
行
ひ
、
損
失
を
民
衆
に
怖
嫁

し
た
の
で
あ
る
o

一
時
的
に
は
、
財
政
上
の
円
的
を
遼
L
得
た
か
も
知
れ
凶
が
、
結
局
民
来
の
財
政
負
踏
カ
を
減

殺
L
、
財
政
組
織
を
枝
本
的
に
間
躍
す
劫
ぜ
な
っ
た
o

之
に
つ
き
て
は
巳
に
一
枇
曾
科
率
第
二
審
第
一
二
、
四
枕
に
於
て

詳
逃

L
た
か
ら
、
滋
に
は
省
略
す
る
。
若
し
夫
れ
、
大
阪
や
京
都
の
商
人
か
ら
莫
大
の
信
用
を
受
け
し
執
は
、
紙

幣
の
濫
畿
ご
共
に
務
の
期
政
を
盆
々
危
地
に
陥
れ
し
も
の
に
し
て
、
貨
融
市
カ
に
劃
し
て
抵
抗
力
の
乏
し
き
封
建
制

度
の
傍
統
主
義
は
、
高
利
の
活
め
仁
反
抗
但
の
止
を
さ
、
し
れ
た
わ
り
で
あ
っ

τ、
西
洋
の
封
建
制
度
の
設
落
、
市
民

階
級
の
際
典
も
、
皆
そ
の
授
を
一
に
し
て
居
る
事
は
、
注
目
す
ぺ
話
事
柄
で
あ
る
。

，、
、

岡
山
藩
の
財
政
牧
入
一
般

岡
山
務

ω財
政
牧
入
は
い
ふ
迄
も
な
〈
地
租
を
以
て
そ
の
大
宗
ご

L
、
他
の
諸
枕
は
殆
ど
問
題
に
な
ら
ぬ
程
の

も
の
で
ゐ
品
。
而
て
そ
の
欣
入
の
総
額
は
、
嘗
時
の
如
〈
計
理
忠
想

ω品
四
日
述
ゼ
守
、
ヌ
積
々
の
事
情
よ

h
L
て
之

捌者組椅典論考二六八頁4) 



を
明
白
に
す
る
事
を
故
意
に
回
避
廿
る
時
代
に
於
て
は
、
そ
の
吹
雪
枚
入
が
如
何
程
あ
っ
た
か
を
明
に
す
る
事
は
殆

y
」
不
可
能
で
あ
っ
た
、
只
地
租
の
み
は
大
憾
の
数
量
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
年
に
よ
っ
て
増
減
は
あ
る
も
、
先
づ
二

十
高
石
前
後
で
あ
っ
た
、
併
し
之
は
籾
の
事
ご
思
ふ
か
ら
玄
米
に
す
れ
ば
、
先
づ
十
高
石
前
後
ご
す
べ
き
で
あ
ら

う
。
そ
の
字
放
は
武
士
の
体
旅
ご
し
て
奥
へ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
相
で
あ
る
か
ら
、
僅
hr
五
高
石
で
一
務
の
財
政

を
切
盛
す
る
の
で
ゐ
る
o

然
か
も
穀
債
が
非
常
に
大
な
る
幅
を
以
て
騰
落
し
た
事
を
考
へ
て
も
、
財
政
困
難
の
程

も
案
骨
ら
れ
る
わ
け
で
ゐ
る
。

岡
山
務
は
租
税
以
外
の
枚
入
は
極
的
て
少
か
っ
た
、
山
林
の
抑
下
を
行
っ
た
場
合
も
あ
る
が
、
之
は
甘
く
成
功

し
な
か
っ
た
。
叉
政
府
自
ら
専
資
事
業
を
行
っ
た
事
も
な
い
様
で
あ
る
o

時
間
深
蕃
山
は
夙
に
獅
占
的
商
業
の
弊
を

論
じ
て
、
賢
君
は
特
定
の
商
人
に
特
椛
を
興
へ
て
運
上
を
取
b
民
衆
を
魅
せ
す
ご
論
じ
て
居
る
位
で
あ
る
か
ら
、

務
政
初
期
に
於
て
噂
真
事
業
が
行
は
れ
た
芭
も
思
は
れ
泊
。
叉
幕
末
に
は
捕
市
来
買
が
ゐ
っ
た
同
町
仁
一
ニ

ω文
献
じ

記
苫
れ
て
居
る
が
、
私
は
数
年
来
心
が
り
て
そ
の
記
録
を
徐
索
せ
る
も
、
常
の
岡
山
藩
の
文
献
中
に
は
未
に
後
見

せ
ら
れ
両
か
ら
、
そ
の
賀
行
せ
ら
れ
し
ゃ
否
や
を
速
断
す
る
事
は
出
来
泊
。

h
r
(
の
如
〈
附
山
務
の
財
政
は
租
枕

以
外
に
は
殆
ど
牧
入
な
〈
、
強
ひ
て
求
む
れ
ば
、
務
政
初
引
の
枇
倉
法
古
紙
鯵
の
後
行
ご
を
皐
げ
る
叫
が
出
来
る

が
、
之
は
財
政
牧
入

E
L
て
は
特
例
的
の
も
の
で
あ
る
。
岡
山
滞
の
財
政
の
研
究
を
錦
さ
ん
さ
せ
ば
、
先
っ
そ
の

租
税
よ
り
初
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
、

岡
山
藩
の
税
制

寄生

前

岡
山
落
白
枇
制

第
二
十
一
一
容

{
第
六
腕

玉
じ

丸
三
士

宮島部審山.集量舛書{日本組済叢市第三十三巻=五七頁)
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日歯

議

阿
山
滞
の
桔
制

第
二
十
二
審

(
第
六
披

五
F、
九
三
八

机
税
の
後
述
は
之
を
形
式
的
及
び
質
質
的
の
二
方
面
よ
り
脱
察
す
る

4
が
出
来
る
。
印
も
形
式
的
に
そ
の
後
港

過
程
を
見
此
ば
、
第
一
は
人
民
が
自
由
意
思
を
以
て
君
主
に
献
納
す
る
時
代
、
第
二
は
君
主
が
請
求
し
人
民
が
之
を

承
諾
す
る
時
代
、
第
三
は
羽
主
が
専
断
的
に
強
徴
し
人
民
の
意
思
如
何
を
問
は
な
い
時
代
、
第
四
は
間
四
家
が
強
制

的
徴
税
を
ね
す
に
先
ち
議
曾
の
協
筑
を
経
る
時
代
的
四
階
段
に
町
四
別
せ
ら
る
o
真
に
之
を
賀
川
孔
的
に
見
れ
ば
、
組

税
は
先
づ
労
役
の
形
を
以

τ現
は
れ
、
次
「
じ

E

質
物
一
貝
納
正
し
て
行
は
れ
、
訟
に
貨
幣
椛
隣
の
時
代
に
至
っ
て
貨
幣

を
以
て
租
税
が
納
め
ら
品
、
伐
に
な
っ
た
υ

一
見
に
机
税
の
資
質
的
畿
述
は
、
租
税
が
如
何
な
る
税
本
又
は
税
源
仁

よ
っ
て
支
抑
は
る
、
か
に
よ
っ
て
も
恒
別
す
る
誌
が
山
市
ゆ
る
o

漁
傍
肺
肘
別
組
牧
畜
の
時
代
は
別
ぜ
し
て
、
農
業
時
代

に
於
て
は
、
そ
の
最
も
重
要
な
る
生
産
手
段
、
勢
働
手
段
た
る
土
地
に
山
到
し
て
租
枕
が
認
せ

ιれ
、
地
和
的
如
き

不
動
産
税
が
最
も
重
要
な
る
部
分
を
占
め

τ庇
た
の
で
あ
る
o

然
る
に
商
工
業
の
俊
透
す
に
畏
び
て
則
産
が
動
産

化
せ
ら
れ
た
め
で
、
之
に
課
税
す
る
震
め
に
動
産
税
が
行
は
る
、
に
至
っ
た
o

却
も
こ
の
時
代
に
於
て
は
凡
べ
て

の
財
産
凡
ぺ
て
の
所
得
を
綜
合
し
て
課
税
せ
ら
る
、
正
同
時
に
、
消
技
枇
も
俊
越
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
枇
曾

が
資
本
主
義
化
せ
ら
る
、
ゃ
、
誌
に
貧
富

ω
懸
附
往
々
大
正
な
h
、
階
級
闘
守
が
行
は
る
、
を
以
て
、
そ
の
負
僚

の
一
公
平
を
計
九
刑
曾
の
調
和
的
後
述
を
計
ら
ん
が
潟
め
に
、
租
税
が
枇
命
政
策
的
意
義
を
有
す
る
に
至
っ
た
ω

然
ら
ば
、
岡
山
務
の
枕
制
は
如
何
な
る
後
述
過
程
に
よ
る
も
の
か
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
ゐ
る
か
を
明
が
に

す
る
潟
め
に
、
各
柿
の
利
払
叫
に
つ
き

τ設
明
す
る
で
ゐ
ら
う
o

一
、
地
租

2
q

田
租

附
山
務
の
朱
印
高
は
三
十
一
高
五
千
二
百
石
に
し

τ、
そ
の
在
高
は
約
五
十
一
高
石
、
地
高
は

小川叫太郎博士務担枇繭六二l'i以 1、

tl、川博J:Hij1:同八五頁以下
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論

叢

岡
山
講
自
給
制

第
二
十
二
審

「
第
六
椋

ハ
O
)

九
回
。

ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
班
賞
作
は
各
地
一
般
に
上
納
す
る

ωで
は
な
く
、
裏
毛
作
に
出
越
せ
r
d

る
地
方
は
之
を
な
さ
宇
、
換

ふ
る
に
米
納
を
以

τす
o
之
を
用
拾
安
正
稀
へ
た
o

か
く
の
如
〈
市
営
成
を
設
け
た
の
は
、
一
方
に
於
て
家
中
務
士

の
市
首
の
需
要
あ
り
し
ご
同
時
に
、
他
方
に
於
て
は
・
姿
股
後
直
ち
に
市
首
成
を
出

Z
L
め
、
一
時
に
年
貢
米
上
納
の

苦
痛
を
少
L
で
も
緩
和
す
る
の
円
的
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
併
L
乍

ι元
来
夏
期
は
農
民
の
食
物
に
不
足
を
告
〈

る
場
合
が
多
い
の
で
‘
都
合
に
よ
っ
て
は
之
を
用
拾
し
、
秋
の
牧
穫
後
迄
上
納
延
期
を
許
L
た
、
用
拾
市
宮
本
来
の

意
味
は
之
れ
で
あ
る
。

徳
川
時
代

ω凹
釈
の
謀
税
点
法
に
つ
き
1

は
、
定
免
法
ご
毛
見
法
さ
の
二
つ
が
あ
る
o

何
れ
も
長
知
得
失
を
有

す
る
が
、
岡
山
務
に
於
て
は
初
よ
h
定
昆
法
を
原
則
ご

L
、
凶
年
の
銭
的
牧
穫
激
減
し
て
規
定
の
杭
枕
を
納
む
品

市
中
が
出
来
な
い
場
合
に
の
み
毛
見
法
K
V
込
用
ふ
る
事
ご
し
た
。
各
務
の
財
政
が
蛍
昨
倫
ほ
ん
永
計
的
性
質
を
有
L
た
に

L
九
、
毛
鬼
法
に
よ
る
時
は
牧
入
不
確
定
に
し
て
、
左
な
き
に
に
牧
支
池
A
n
を
な
す
る
事
不
可
能
な

b
L
則
政

は
、
盆
々
不
安
定
な
る
も
の
ご
な
ら
ぎ
る
を
待

ω
か
ら
、
岡
山
務
が
定
兎
法
を
用
ひ
た
の
は
則
政
的
立
場
よ
h
J
V

へ
ば
、
常
を
得
た
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。
併
l
一
乍
ら
特
別
の
天
災
地
越
の
な
き
場
合
に
於

τも
、
農
民
は
生

活
の
困
難
に
な
る
に
つ
れ
て
利
々

ω口
買
を
設
り
て
毛
見
を
諭
ふ
に
歪
り
、
財
政
は
一
一
府
困
難
し
た
。
而
て
常
時

団
組
の
租
税
主
慨
は
制
人
に
非
す
し
て
、
村
で
ゐ
っ
た
u

村
は
一
の
人
務
ピ

Lτ
、
そ
の
村
高
の
六
割
を
年
貢
ご

し
て
上
納
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
村
の
内
部
に
於
て
は
そ
の
持
株
悶
加
に
応
じ

t
耕
作
者
に
配
分
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
持
株
田
畑
に
訴
し
て
納
税

L
得
ざ
る
も
の
は
、
戒
は
備
銀
を

L
、
叉
は
射
方
の
「
ま
ぜ
ひ
者
」
己
な
h
τ

他
の
村
民
よ
ち
代
納
し
て
貰
う
た
。
従
て
一
度
村
内
に
未
準
者
が
出
来
れ
ば
仙
の
村
民
は
非
常
に
迷
惑
を
受
け
、



村
民
会
慢
が
共
倒
れ

Z
な
る
の
危
険
が
あ
っ
た
。

劃
山
地
子
釘
之
は
岡
山
城
下
の
市
街
宅
地
に
謝
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
山
町
の
検
地
畝
高

(
 

は
附
に
よ
っ
て
多
少
の
持
動
ゐ
る
も
、
貞
享
の
頃
に
は
六
十
三
町
六
反
僚
で
ゐ
っ
た
。
爾
来
大
し
た
盛
展
も

L
な

か
っ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
大
岨
阻
}
』
の
位
の
函
似
吉
見
て
差
支
へ
な
い
o

而
て
そ
の
地
子
米
一
両
は
入
一
向
総
石
で
あ
っ

τ・
之
を
十
月
制
別
け
よ
h
十
一
月
一
一
十
日
迄
ゆ
一
中
均
米
同
慣
に
よ
っ
て
銀
に
換
算
し
て
上
納
せ
し
む
。
岡
山
町
を
一
湖

町
、
中
六
町
、
外
町
の
三
等
に
分
ち
、
そ
れ

J
¥
一
反
世
田
・
り
の
地
米
子
一
一
品
を
異
に
す
。
頭
町
は
六
町
内
に
し
て
一

反
二
石
七
斗
乃
歪
三
石
、
中
六
町
は
一
石
五
升
乃
至
二
石
六
斗
五
升
、
外
町
は
そ
の
町
数
最
も
多
く
七
斗
五
升
士

以
て
最
低
傾
ご
[
二
石
七
斗
を
以
て
最
高
ご
す
。
放
に
之
に
よ
っ
て
足
れ
ば
、
町
を
三
等
級
に
匝
分
せ
し
は
必
し

も
負
掠
り
抑
重
ご
い
ふ
に
非
炉

L
て
、
町
の
叫
怖
の
上
下
を
い
ふ
に
す
ぎ
な
レ
。
併
し
大
慨
に
於
て
町
の
繁
H

日
の
棺

皮
に
よ
っ
て
地
子
米
を
謀

L
E
届
た
事
は
明
か
で
あ
る
。
内
川
は
-
』
の
地

7

ナ
米
に
封
し
て
も
日
米
が
附
加
枕
ご
し

τ

認
せ
ら
れ
た
請
は
、
田
和
に
於
け
る
ご
同
一
で
ゐ
る
。

liH証

議

岡
山
藩
の
枯
制

弟
ニ
十
こ
を

「
第
六
梯

，、

) 

)L 

~g 

二
、
運
目
4

4

運
上
の
nm
円
運
上
の
意
義
は
極
的

τ峻
昧
に
し
て
、
運
上
中
に
は
種
々
雑
多
の
も
の
を
包
合
し
、

運
上
の
名
を
有
L
乍
ら
性
質
の
全
然
異
る
も
の
が
ゐ
る
o

併
し
之
は
大
鵠
に
於

τ、
農
業
以
外
の
成
業
仁
一
謝
す
る

組
枕
叉
は
報
償
に
し
て
、
且
つ
多
〈
の
場
合
に
於
て
貨
物
納
税
に
よ
ら
守
し
て
銀
納
で
あ
っ
た
o

逆
上
が
何
時
の

附
代
に
制
定
せ
ら
れ

L
か
は
明
か
で
な
い
が
、
延
一
員
五
年
の
運
上
銀
寄
に
は
、
伊
都
焼
、
接
表
、
買
薪
、
貨
同
盟
、

海
叫
唱
者
問
屋
、
木
綿
貫
座
、
日
粉
庫
、
加
納

ω七
叩
刊
を
記
し
て
居
る
o

後
、
天
和
一
一
年
同
月
ド
は
民
薪
、
民
盤
、
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元
誠
九
年
に
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五
十
二
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品
目
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以
t
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課
税
品
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L
K
o

lt Hl 航司j

一、
オハー車日lit 可，... 

'0 f't ~l 

木
山
仰
も
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ん
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民
に
一
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誠
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六
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迎
上
智
子
尚
中
に
は
、

如
ゆ
・
1
H
一ρー一日旬
ρ

、0

4
l
n
f
f
 

日
刊

ω品
目
に
つ
き
て
運
上
を
見
じ
に
。

郡
部
が
二
十
三
柿
ゆ
み
に
限
ら
れ
た
の
は
、

対l

保h

盤

通耳

正在

り

物

他

事担

釘t 1111 

I主

先

f.(J.. f.(J .. 

~.m 

之

tl1 

同

紙従
仙
所
持
る
仙
訓

京

組
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斗、
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dゑ
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時も
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主t

で
あ
っ
た
。

商
品
は
制
限
さ
れ
て
は
山
た
か
ら
で
ゐ
る
。 判i

4す

ES 
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自
他
所
高
航
薪

Wi 

玉

制i

駐車

j'/l 
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E

品
湖
札
川
、
質
、
品
収
物
‘
品
川
、
親
、
川
町
、
子
印
刷
、
油
、

以
材
木
竹
市
雄
、
内
訳
、
な
り
物
、
紙
、
鍋
後
鉱
物
、
山
川
津
物
伊
部
物
、

川市

H
永
元
年
に
は
町
商
に
謝
し

τ従
来
よ
り

ω運
上
官
一
一
時
見
除
L
、

出i

~.(j 

オョ

た

L
H
刊一
E
1

、

品
“
れ
中

農
道
氏
、

又
郡
部
に
封
[
て
も
二
十
三

ま

子

1:¥1 

物

事“

一
冗
来
郡
部
で
資
冗
せ
ら
る
、

運
上
訓
附
枕

ω品
目
の
越
化
あ
り
も
、
略
ぽ
“
内
一
知
己
品
川

仰
は
酒
に
帆
剖
す
る
謹
上
は
延
府
民
(
賞
、
水
?
)
六
年
廃
止
せ
ら
れ
、
享
和
三
年
酒
地
役
米

E
L
て
酒
造
米

4ミ

L 
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高
の
十
分
の
一
を
幕
府
に
納
入
す
る
事
に
な
っ
た
ご
い
よ
。

‘
ロ
運
上
の
賦
諜
方
法
上
越
の
如
〈
運
上
課
税
品
目
を
規
定
し
た
が
、

之
に
よ
っ
て
運
上
を
限
別
す
る
時
は
、
管
業
枕
的
の
も
の
、

そ
の
課
税
方
法
は
種
々
あ
る
。

特
許
税
的
の
も
の
、

通
行
枕
的

消
費
税
的
の
も
の
、

の
も
の
等
に
分
つ
却
が
山
本
市
る
。
併
し
訣
枕
方
法
に
よ
っ
て
運
上
の
租
税
論
上
の
性
質
を
明
に
す
る
事
は
極
的
て

困
難
な
る
が
放
に
之
を
止
め
い
件
ら
如
何
に

1
1
課
税
せ
ら
れ
ー
か
の
み
を
説
明
し
よ
う
ご
忠
ふ
。
問
屋
制
度
又
は

座
株
制
度
は
、

一
光
来
ヲ
々
の
商
業
濁
占
。
俳
を
輿
へ
て
世
間
業
の
品
岡
山
述
白
色
討
に

同
叫
に
政
府
の
財
政
一
市
嬰
仁
充
て
ん
が

斜
め
に
設
け
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
全
〈
川
判
緋
税

ω賦
叩
川
又
は
消
技
枕
取
立
の
機
闘
ど
な
h

[
机
が

あ
る
o

而
て
こ
の
特
納
税
は
次
第
に
四
百
業
枕
的
の
も

ω
に
援
化

L
て
居
る
。
盟
問
屈
は
盛
運
上
取
立
の
似
宵
上
創

設
ゼ
ら
れ
た
o

捕
運
上
は
山
摘
を
他
国
産
ピ
白
倒
産
ご
に
悩
別

L
、
前
者
は
五
斗
入
一
俵
に
付
銀
二
分
五
一
加
、
後
者

は
一
一
分
五
川
(
後
二
分
五
一
肌
ぜ
な
る
)
の
淵
枕
を
凱

L
、
且
つ
恨
A
T
白
川
問
内
に
消
費
せ
ら
れ
す

L
て
作
州
に
移
川
せ

ち
る
、
も
の
己
雌
も
同
一
の
謀
枕
を
な
し
に
。
そ
の
徴
枚
方
法
は
、
内
外
産
地
よ
り
捕
舟
が
到
着
す
る
時
は
町
名

主
立
曾
の
下
に
、
問
屈
を
し
て
そ

ω
俵
放
を
俄
せ

L
め
、
毎
年
七
月
、
十
二
月
の
雨
期
(
後
に
は
一
ヶ
月
毎
)
に
附

属
よ

h
前
政
府
に
納
叙
す
る
も
り
ど
す
。
而
1
そ

ω五
斗
入
の
俵
の
中
に
は
、
生
産
者
が
そ
の
税
率
に
臆
じ
て
議

め
山
分
の
捕
を
入
れ
お
〈
を
以
て
、
問
屋
は
机
税
に
針

L
て
少
[
も
負
携
す
る
事
な

L
o
然
ら
ば
司
】
の
誠
税
は
会

(
生
産
者
の
負
携
正
な
る
や
、
治
山
賞
者
に
時
嫁
せ
ら
る
、
ゃ
不
明
に

L
て
従
t
こ
の
捕
税
の
性
質
は
秘
め

τ陵
昧

な
も
的
で
ゐ
る
o

之
に
反
L
捕
問
屋
が
，
ぞ
の
取
扱
ひ
し
誠
一
石
に
謝
[
て
銀
一
匁
・
犯
を
上
納
す
る
は
、
そ

ω名
は

冥
加
銀
な
る
も
朋
か
に
終
業
枕
的
の
も
の
ご
レ
ふ
べ
き
で
あ
る
o

こ

ω
外
、
伊
部
物
座
に
は
課
税
な
き
も
、
伊
部

第
二
十
二
巷

(
第
六
披

ブL
J"l 

叢

岡
山
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枕
制
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言講

議

岡
山
藩
白
軸
制

第
二
十
二
巻

(
第
六
蛾

六
四
)

九
四
四

焼
の
竃
一
一
倒
に
劃
し
て
一
定
の
税
率
を
以
て
課
税
し
、
政
玉
問
屋
の
課
税
を
耐
慣
し
て
紺
屋
の
政
瓶
一
一
個
に
謝
し
て

漣
上
銀
三
匁
六
分
五
鹿
を
謀

L
、
船
舶
ド
蝋
到
し
て
は
帆
を
割
問
税
制
帽
準
ご
な
し
、
そ
の
他
多
〈
の
市
開
業
は
そ
の
取
扱

高
叉
は
寅
上
高
に
な
っ
て
運
上
を
納
め
し
め
て
居
る
。
ヌ
同
じ
〈
運
上
正
裕
せ
ら
る
、
も
、
そ
の
取
引
高
等
正
何

等

ω闘
係
な
く
、
問
屋
叉
は
座
株
が
特
定

ω運
上
を
納
む
る
も
の
が
あ
る
。

加
運
上
は
一
陣
加
川
帥
州
共
に
そ

ω大
小
に
肱
じ
て
課
税
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
奥
に
川
舟
に
謝
し
て
は
通
行
放

の
如
き
も
の
を
湘
附
し
た
、
郎
も
東
西
一
一
大
川
を
辿
結
す
る
運
河
た
る
食
安
川
の
通
行
脚
は
、
荷
主
が
銀
ニ
匁
を
上

納
す
る
事
ご

L
た
。
叉
東
西
二
大
川
営
通
航
す
る
一
両
側
刈
は
、
債
山
運
上
ご
し
て
、
薪
一
一
般
に
つ
き
銀
札
三
匁
、

柴
材
木
は
ニ
匁
五
分
宛
を
、
東
大
川
に
あ
り

τは
和
気
骨
所
、
西
大
川
に
あ
り
て
は
中
佐
香
所
に
上
納
し
て
初
め

て
通
航
す
る
事
が
出
来
た
。

=
一
、
高
譜
代

之
は
小
物
成
E
稀
せ
ら
る
、
も
の
に
し
て
、

之
に
も
碍
々
の
も
の
が
包
合
せ
ら
れ
、
往
々
に
し
て
運
上
の
名
を

以
て
呼
ば
る
、
も

ωも
あ
る
。
そ
の
多
く
は
狩
過
激
携
に
劃
す
る
鑑
札
料
又
は
兎
許
料
ご
目
す
ぺ
き
も
の
に
し

τ、
或
は
山
林
原
野
の
水
竹
薪
晶
体
茸
類
採
取
の
入
札
代
正
目
す
ぺ
き
も

ωも
ゐ
る
。
前
者
は
一
人
に
就
き
幾
何
、

又
は
そ
の
使
用
具
を
説
枕
楳
準
己
す
る
を
常
吉
し
、
後
者
は
漁
め
上
納
額
を
一
定
せ
る
場
合
ち
あ
る
が
、
そ
の
都

度
入
札
に
附
す
る
を
例
ご
す
。
大
山
林
の
挑
下
山
場
合
に
は
多
額

ω
枚
入
金
上
げ
得
た
る
も
、
他
は
そ
の
額
僅
少

に
し
て
、
財
政
に
資
す
る
所
は
大
で
な
か
っ
た
。

回
、
冥
加
銀
そ
の
他



冥
加
銀
に
は
一
元
来
定
率
な
く
又
定
期
的
で
な
い
、
政
府
t
特
殊
の
聞
係
に
あ
る
商
工
業
が
、
自
費
的
に
上
納
す

る
を
原
則
ご
す
。
尤
も
そ
川
一
性
質
が
鱒
じ
て
定
額
定
期
の
も
の
ご
な
旬
、
一
一
仰
の
特
権
枕
、
偉
業
殺
の
如
き
も
の

に
化
し
た
る
場
合
も
ゐ
る
が
、
未
に
以
て
完
全
な
る
租
税
ど
い
ふ
事
は
山
来
は
い
n

又
附
山
町
に
於
て
は
、
各
町
的
自
治
行
政
に
要
す
る
費
用
正

L
て
、
町
役
銀
な
る
も
の
が
あ
円
た
。
煩
町
は
各

町
年
鋭
ニ
回
日
、
中
六
町
一

H
H宛
、
外
町
各
町
凡
そ
六
百
日
宛
を
納
め
、
各
町
内
に
於
て
更
に

εれ
}
九
各
人

に
負
漉
せ
し
む
る
も
り
さ
す
o

そ
の
支
出
の
主
な
る
も
の
は
、
腕
俳
人
費
、
氏
一
脚
符
時
費
、
町
内
用
場
投
等
で
あ

る
o

附
山
町
内
の
土
木
副
業
、
諸
大
名
通
行
の
際
り
技
用
は
そ
の
都
度
各
町
に
賦
訣
す
。

最
後
仁
設
怠
す
べ
き
制
度
は
、
附
山
町
に
於
り
る
山
水
質
朋
場
の
制
度
で
あ
る
叶
一
元
来
金
銀
内
貸
借
に
閲
す
る
事

件
は
詩
文
而
の
み
に
よ
っ
て
裁
断
ゼ
し
も
、
家
同
児
激
を
抵
常
ご
す
る
偵
棋
に
つ
き
て
は
、
町
品
同
所
の
所
管
外
・
と
し

て
別
に
山
梨
質
川
場
な
る
も
の
を
設
付
、
是
仙
り
事
例
に
子
山
叫
す
る
事
ご
し
た
。
こ
の
制
度
の
創
設
時
期
は
明
か
で
な

い
ー
が
、
明
和
四
年
に
設
け
ら
れ
た
る
大
坂

ω山那賀
m場
に
倣
っ
た
も
の
ご
思
は
れ
る
。
無
役
の
纏
年
寄
ニ
人
交
代

に
て
自
宅
を
以
て
用
場
正
な

L
、
家
屋
敷
抵
蛍
の
金
銭
悩
用
詩
文
に
制
到
t
h
一
て
、
貸
主
よ
り
毎
月
一
定
り
手
数
料
を

徴
す
る
の
約
束
に
て
、
刷
世
主
同
奥
印
の
公
詮
を
施
す
。
安
永
九
年
二
月
の
町
手
側
吉
に
は
、
利
銀
若
干
山
内
よ
h
貸

借
金
額
五
叶
同
日
以
上
は
一
員
目
に
つ
き
一
ヶ
月
六
分
、
荒
賀
日
以
下
は
人
分
の
-M
那
賀
詰
判
料
を
銀
主
よ
h
納
税
す

べ
き
旨
を
規
定
す
。
兎
政
二
年
二
月
請
判
料
一
ゲ
月
一
貫
日
に
つ
き
五
分
ご
し
、
朋
場
入
用
ご
し
て
是
山
逸
品
且
銀
の

十
分

ω
一
を
貸
借
的
際
徴
牧
せ
し
を
百
分
の
一
に
減
じ
た
o

之
は
噂
}
の
税
の
賦
制
せ
ら
る
、
に
至
勺
て
以
来
、
家

質
別
，
ナ
を
騰
貴
せ
し
め
、
家
目
尿
敷
の
附
唄
格
が
低
落
L
、
家
賠
敷
を
抵
嘗
ご
す
る
金
融
が
減
少
し
た
か
ら
で
ゐ
る
。

議

E荷

同
山
滞
自
給
制

(
第
六
糠

部
二
寸
二
母

ハ
宜
)

九
四
五

"'¥ 。4日一
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諭

叢

岡
山
部
自
枇
制

第
二
イ
二
審

(
第
六
凱

、争、
'
'
J
ノ

九
回
大

又
別
刷
婦
の
事
業
ご
し
て
同
年
に
は
そ
の
弊
を
掛
川
ふ
匁
め
に
、
家
府
民
用
問
制
徴
牧
鋭
を
以
て
・
家
屋
敷
抵
常
貸
付
を
な
[

一
ヶ
月
八
朱
の
利
を
徴
す
る
胡
ご
し
た
。
要
す
る
に
こ
の
諜
税
は
一
純
の
資
本
利
子
枕
ど
も
い
ふ
べ
き
も
め
に
[

て
、
蛍
附
芭
[
て
は
可
な
り
思
ひ
切
っ
た
組
税
で
あ
る
。

斗ヨ

-， 

以
上
を
以
て
附
山
務
税
制
の
大
総
を
述
べ
た
の
で
め
る
が
、
剖
よ
b
今
日

ω如
〈
租
税
の
健
系
を
考
へ
た
も
の

で
は
な
〈
、
叉
税
訟
を
定
む
る
仁
方
つ

1
民
衆
の
承
諾
を
待
K
も
の
で
は
な
い
。
而
て
地
租
が
机
枕
中
の
心
柱
正

せ
ら
れ
、
然
か
も
女
氷
仁
よ
っ
て
上
納
せ
ら
晶
、
有
様
で
あ
っ
て
、
会
〈
農
業
経
済
時
代
で
あ
る
。
只
交
通
の
後

越
せ
し
粕
川
端
、
漸
〈
流
一
地
経
秘
ど
な
h
商
工
業
が
絢
主
の
峨
業
ご
な
り

L
を
以
て
、
之
に
調
Lτ
も
課
税
す
る
に

至
っ
た
。
併
し
之
は
全
般
入
よ
り
見
れ
は
僅
少
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
例
れ
も
貨
併
に
よ
っ
て
徴
牧
せ
ら
れ
た
。

税
税
物
他
、
主
世
に
つ
き
て
多
少
枇
曾
政
策
的
意
闘
が
見
N
H
れ
て
居
な
い
事
は
な
い
が
、
之
は
殆
ど
問
題
ご
な
ら

な
い
九
常
時
の
事
情
の
下
に
於
て
考
へ
ら
る
、
限
り
の
事
物
に
課
税
し
た
o

そ
の
些
応
酬
の
も
の
に
至
る
迄
諒
枕
仁

て
居
る
所
を
見
て
も
如
何
に
財
源
が
油
潟
し
、
財
政
が
窮
乏
し
て
居
た
か
を
・
訴
す
る
に
難
〈
な
い
。
今
日
の
如
、
ョ

祖
枕
間
半
現
よ
hJ
割
り
出
さ
れ
わ
ん
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
二
重
課
税
、
三
重
課
税
も
ゐ
っ
た
o

例
へ
ば
捕
の
如
き

は
、
先
づ
蝋
聞
の
地
主
に
謝
し
て
醐
盟
諸
蓮
上
を
却
し
、
一
奥
に
製
捕
業
者
に
射
し
て
州
地
道
一
仰
に
つ
き
幾
何
ピ
定
め

て
運
上
を
徴
牧
し
、
最
後
に
揖
問
屋
に
於
て
も
課
税
し

τ居
る
が
如
き
は
著
し
き
も
の
で
ゐ
る
。
然
hr
色
不
会
一
中

な
劫
に
は
、
問
和
牧
入
の
池
山
十
を
分
配
せ
ら
る
、
武
士
が
納
税
義
務
を
有
せ
炉
、
時
に
僅
少
の
上
納
を
な
す
に
止

る
が
如
き
は
、
た
ご
ひ
武
士
を
大
名
の
大
家
計
の
一
部
ピ
見
る
べ
き
に
し
み
、
財
政
の
窮
迫
を
来
す
の
一
動
機
で



第
四
、

岡
山
藩
税
制
に
闘
す
る
一
一
一
一
一
の
見
解

b
h
、
叉
封
建
組
織
自
ら
を
崩
潰
せ
し
め
た
一
原
因
己
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。

以
上
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
同
山
務
の
財
政
が
甚
し
く
出
前
迫
し
、
然
か
も
税
源
ご
し
て
漁
り
う
る
も
の
は
殆

E
令

部
を
ゐ
き

h
つ
く
し
て
居
る
。
之
れ
は
税
政
府
そ
の
も
の
土
存
立
、
従
て
又
封
山
地
制
度
そ

ω
も
の
、
存
立
を
危
ふ

す
る
の
み
な
ら
、
て
延

τ枇
作
一
般
の
生
産
力
を
破
娘

L
、
司
令
の
健
全
心
る
俊
迭
を
些
行
中
は
山
来
な
h
v

布
品
川
で

あ
る
o

而

τか
く
の
如
き
拡
態
叫
必

L
も
徳
川
中
世
以
後
の
却
で
は
な
〈
、
巳
に
去
の
初
期
に
於
て
悶
々
の
弊
容

を
生
じ
て
居
た
誌
は
明
か
で
あ
る
、
ぞ
れ
が
時
古
共
に
加
一
述
度
的
に
感
化
し
た
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
熊
洋
蕃
山
や

地
凶
光
政

ω如
き
も
机
枕
問
題
全
論
じ
て
居
る
、
彼
等

ω議
論
は
只
閉
じ
机
枕
が
品
川

Jν
の
が
持
政
で
あ
る
ご

ω醤

来
的
東
洋
思
怨
に
仰
は
れ
た
篤
め
で
は
な
〈
、
現
買
に
租
税
の
重
き
叫
が
、
民
衆
生
活
を
服
辿
せ
し
一
帯
を
ま

5

1
¥己
目
撃
し
た
か
ら
で
ゐ
ら
う
。
放
に
犯
は
右
め
二
人
及
び
背
柏
木
の
唱
者
武
一
冗
立
高
・
の
所
設
を
路
越
し
て
、
附

山
務
の
枕
制
正
一
般
絞
門
的
ご
の
聞
係
を
瑚
解
す
る

ω二
助
ピ

l
一
ょ
う
。

熊
浮
務
山
の
見
仰
川

ぷ〈三 r

イ

務
山
は
庇
岐
に
附
山
滞

ω税
制
に
つ
き
て
そ
の
見
解
を
漣
ぷ
る
所
な
き
も
、
仙
叫
が

租
税
に
闘
し
て
考
慮
を
抑
ひ

L
事
は
「
毛
見
法
令
考
」
に
於
1
毛
見

ω
引
を
記
し
、
又
集
義
外
吉
等
仁
於
て
も
毛
見

の
得
失
を
論
じ
て
居
る
位
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
一
彼
は
世
田
附
の
税
率
た
る
よ
会
四
民
は
時
勢
正
し
て
止
む
を
待
尚
一
加

古
考
へ
て
ゐ
た
成
で
ゐ
る
。
そ
の
代
り
新
開
地
な
い
と
を
行
は
十
し
て
、
白
地
を
改
良
整
理
し
、
人
口
を
増
加
し
て

剤
約
的
ド
耕
作
す
れ
ば
生
産
力
が
増
進
す
る
か
ら
、
必
し
も
農
民
は
古
し
〈
な
い
.
叉
之
が
前
提
芭
し
て
は
山
林

前

叢

岡
山
講
の
枕
制

第
二
十
二
容

(
第
六
強

ノ、
七
) 

九
四
七



(
体
大
概
・

ハ
入
)

第
二
十
二
容

論

龍

岡
山
北
惜
の
枇
制

L
q
E

、

j
E
-
/
 

を
繁
茂
せ
し
め
、
河
水
を
治
め
て
早
魁
決
水
の
維
に
備
へ
よ
，
フ
Z
し
た
o

勿
論
井
川
訟
の
如
き
も
理
想
的
の
も
の

そ
一
り
所
制
十
一
の
法
を
以
て
し
て
は
、
到
崎
山
今
日
の
財
政
昨
一
向
要
を
充
足
し
得
な
い
の
み
な
ら
や
、

我
闘
の
地
形
よ
b
考
へ

1
賀
行
不
可
能
の
事
ざ
し
て
成
品
。
最
良
の
法
は
農
兵
制
度
に
し
て
、
城
下
に
徒
食
せ
る

武
士
に
そ
の
峨
高
に
勝
ず
る
土
地
を
典
へ
て
師
燥
せ
し
む
れ
ば
、
財
政
的
支
山
は
減
じ
、
生
産
力
は
府
大
し
、
疋

に
一
般
人
民
の
税
枕
の
負
路
が
税
減
せ
ら
る
、
で
わ
ら
う
ご
論
じ
た
、
併
し
之
は
枇
命
口
山
り
犬
鑓
草
で
あ

h
、
あ
る

意
味
で
封
雑
制
出
血
の
破
壊
で
あ
る
か
ら
、
武
士
山
り
反
劉
で
訓
成
行
は
れ
雄
い
所
で
あ
ら
う
ご
い
よ
で
居
る
。
一
元
来

彼
の
思
想
は
、
一
方
に
於
工
非
常
に
急
進
的
で
あ
b
川
崎
怨
的
で
あ
る
が
、
叉
他
而
に
於
て
極
め
て
保
守
的
で
あ
b

且
つ
現
-
質
的
で
ゐ
っ
た
事
は
、
仙
棋
の
議
論

ω巾
に
直
に
後
見
し
得
る
、
従

τ司
'
々
の
所
設
は
胤
念
的
に
失
し
、
数
百

の
議
論
も
結
局
議
論
に
丁
り
た
削
酬
が
あ
る
。
附
山
市
惜
の
政
策
途
行
上
、
長
(
彼
山
り
忠
畑
山
が
大
な
る
影
響
を
有
し
た

で
は
の
ら
う
が
、
そ
山
町
羽
W
M

に
行
は
れ
た
も
の
は
山
林
治
水
の
一
事
仁
す
ぎ
な
い
o

税
制
に
刑
判
し
て
も
、
質
際
上

で
は
め
る
が
、

ロ そ
、 U)

池、諮

問‘見
党、 11
政、行
α〉、 1;1.

Jl'れ
j師、な

コ通

to 。芳
烈
日
公
光
政
が
凡
ゆ
る
方
而
に
非
凡
の
天
才
を
有
し

τ庖
た
一
帯
は
誌
に
論
中
る
迄

も
な
い
o

彼
は
机
枕
の
制
度
仁
っ
き
℃
、
直
接
に
議
論
す
る
所
な
き
も
、
彼
は
品
川
一
巾
に
川
川
代
の
租
法
令
」
以
t
理
想
的

の
も
の
己
考
へ
、
之
を
臼
己

ω館
内
仁
賀
行
せ
ん
却
を
泊
以
し
て
活
た
も
の
正
出
は
れ
る
、
熊
洋
議
山
が
夙
に
井

回叫山

ω常
で
況
を
論
議
し
1
居
る
の
は
、
恐
ら
く
光
政
己
の
聞
係
に
於
て
初
ま
っ
た
も
の
ご
察
せ
ら
れ
る
o

光
政
は

漆
山
が
去
っ
て
校
、
和
気
郎

ω新
聞
に
丸
田
を
設
け
て
自
己

ω則
一
想
を
試
み
わ
ん
O

仙
川
川
時
代

ω終
山
肌
憐
民
を
以
工

自
ら
任
中
る
向
学
者
に
し
て
、
荷
も
井
問
泌
を
論
世

g
h
し
も
の
は
な
い
布
伎
で
ゐ
る
が
、
併
し
余
の
'
U

仲
間
を
以

τ
部諸事山11ミ"タトilF(11 ;，j';a;I:'V'T設計三ニ径二ニ問、 ー二二七日))
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す
れ
ば
、
そ
れ
が
小
規
模
に
し
乃
現
賞
に
行
は
れ
た
る
は
我
附
山
静
の
み
で
ゐ
る
o

之
は
正
に
獅
逸
メ

1
デ

y
園

壬
カ
ー
ル
・
7
9
1
ド
リ
ツ
ヒ
が
そ
の
一
傾
内
放
仰
の
村
落
に
於
て
単
一
税
を
試
み
し
ご
相
調
比
す
べ
き
興
味
あ
る

問
題
で
ゐ
る
ω
勿
論
党
政

ω試
は
カ

1
ケ
己
同
伎
に
見
事
に
失
敗
し
た
、
た
正
ヘ
ヨ
}
の
一
・
小
地
隔
に
於
け
る
試
験

が
成
功
し
た
に
し
一
ー
も
、

之
を
端
企
慨
に
行
ふ
山
中
は
殆
け
ど
不
可
能
の
引
で
の

h
、
会
耕
地
の
九
分
の
一
の
牧
入
を

以
て
し
て
は
、

膨
脹
せ
る
財
政
が
維
付
せ
ら
る
、
笹
は
な
い
‘

枇
叶
日
の
組
織
を
校
本
的
に
改
革
す
る
の
外
は
な
い
M

の
で
あ
る
。
允
も
光
政

ω山
代
は
首
都
政
初
期
の
引
で
あ
っ
て
・

一
秘
的
財
政
総
務
が
友
迄
窮
迫
し
て
居
な
か
っ
た

ご
も
V

へ
ょ
う
。
併

L
-と
に
角
、

光
政
が
か
、
も
制
度
を
一
試
み
ロ
の
は
、

彼
が
上
古
周
代
に
於
け
る
が
如
き
政
治

を
行
は
ん
芭
す
る
単
な
る
班
惣
仁
山
拠
出
せ
し
は
勿
論
で
あ
ら
う
が
、

之
ご
同
時
に
租
税
が
次
第
に
増
加
し
、

j~ 
民

が
そ

ω負
慌
に
苦
し
み
つ
、
ゐ
っ
た
唱
を
も
物
語
る
も
の
己
い
は
ね
ば
な
ら
凶
。
品
川
は
附
山
務
弁
凹
法

ω如
何
な

る
も
の
な
る
か
に
つ
き

τは
、
な
は
也
日
て
他
の
場
合
に
M
引
先
を
試
み
た
か
ら
、
認
に
は
省
略
す
る
。

八
、
武
す
士
山
T

V
見
昨
糊
山
凪
肌
取
の
著
者
武
元
立
高
T
は
明
和
文
政
時
代
の
人
で
ゐ
っ
て
、
従
て
彼
が
論
及
し

て
印
刷
る
事
は
、
大
慨
掛
同
時
の
農
村
蹴
抽
出
、
枇
命
H

朕
抽
出
で
あ
る
o

こ
の
附
代
は
封
建
制
度
は
も
早
や
行
き
詰
り
の
有

機
で
、
農
民
の
疲
弊
甚
し
〈
、
且
つ
凶
年
引
き
総
き
[
縛
め
、
散
闘
が
次
第
に
増
加
し
、
租
税
の
未
進
は
驚
〈
ぺ

き
宜
同
に
越
し
た
よ
う
で
あ
る
o

彼
の
記
す
所
に
よ
れ
ば
、
附
山
務
の
地
租
は
、
岡
地
六
見
、
州
五
回
皿
、
郎
ち
問
地

は
六
公
四
民
、
畑
は
五
公
五
民
に
し
て
、
一
見
に
附
加
税
、
」

L
て
年
一
只
一
石
は
夫
米
六
升
、
口
米
三
升
、
株
一
義
代
六

合
五
勺
で
あ
る
。
然
か
も
生
産
力
之
に
件
は
す
、
農
業
は
勢
多

L
て
利
少
き
も
の
な
れ
ば
、
農
民
の
子
弟
は
他
に

糟
峨
し
、
従
て
農
村
の
勢
力
が
減
じ
、
相
循
環

L
て
未
逃
が
増
加
し
た
、
併
し
乍
ら
未
進
は
農
民
自
身
の
事
で
あ

{
第
六
披

第
二
十
二
審

大
丸
)

丸
四
九

諭

叢

岡
山
部
出
枕
制

却l者総務史論考二五二百以下

世JI.!}!，];甲ー枯U 筑羽刷、融消論議ニニ笹ニ枕三五ニ珂

12) 

13) 
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瀧

1面

同
山
部
の
拍
制

第
二
十
二
容

(
熱
六
腕

七

O
)

九
正

O

政
府

ω財
政
牧
は
之
が
潟
め
に
大
し
て
減
少
し
な
か
っ
た
、
議

L
蛍
時
の
地
杭
は
村
尚
に
針
し
J

し
賦
印
せ

ら
る
、
も
の
に
し

τ、
村
全
帥
胞
が
迩
叫
畑
氏
任
を
以
て
机
枕
を
締
め
ね
ば
な
ら
な
hr

っ
た
h
p

ら
で
あ
る
o

斯

ω如
〈

形
式
的
に
は
村
方
会
慨
が
辿
帯
し
て
利
枕
を
山
し
た
る
が
刈
き
も
、
多
〈
は
村
内
の
官
者
又
は
日
制
百
川
よ
り
伯
金

す
る
一
4
ピ
な
っ
た
、
永
進
級
の
縛
め
に
せ
し
悩
鍛
川
二
千
三
四
百
此
を
下
ら
す
、
農
民
は
そ
の
年
々
の
年
一
民
ご
共

に
こ
の
惜
鋭
の
縛
め
に
百
L
ん
に
ご
遁
べ
て
居
る
o

延
に
本
選
者
の
引
銀
が
究
第
に
増
加

L
t
訓
・
民
之
を
悦
ひ
白
川

F
る
も
の
は
、
結
局
そ
の
本
進
を
村
方
へ
割
り
付
け
て
排
憐

L
h仏
、
か
〈
の
如
、
先
日
未
進
者
を
「
村
ま
ご
ひ
」
正
和

し
、
「
村
ま
ご
ひ
」
の
者
計
り
は
之
を
普
通
ゆ
訂
性
よ
り
も
一
段
位
相
を
下
げ
、
非
人
小
屋
の
如
き
寄
小
尽
の
中
に
集

め
た
ご
い
ふ
い
耐
て
未
活
者
の
持
旅
田
地
は
村
方
一
惚
作
正
し
た
、
蛍
附
は
こ
の
柿
の
凶
地
を
散
問
と
稽
し
た
ご
の

噂
』
三
で
ゐ
る
。

っ
て
、武

一
克
立
平
は
、
仁
政
の
第
一
は
松
川
似
を
薄
ふ
す
る
に
在
h
ご
考
へ
、
我
国
り
租
税
の
後
述
さ
そ
の
時
代
)
¥
の

枇
曾
の
切
・
和
、
川
純
一
附

ω
品
四
山
中
じ
の
関
係
を
逃
て
船
山
一
中
以
来
天
下
街
に
動
乱
せ
[
は
利
枕
の
責
保
に

h
b
正
論
じ

て
居
る
o
-
』
の
議
論
の
お
古
は
的
〈
別
己

L
E
、
一
艇
の
見
解
で
ゐ
る
o

彼

ω意
は
、
今
に
し
て
利
税
を
減
税

し
、
農
民
を
保
護
す
る
に
非
中
ん
は
、
天
下
山
悦
び
乱
れ
る
で
あ
ら
う
ご
い
ふ

4
を
晴
々
一
週
に
制
は
ん
ご
し
た
も
の

然
ら
ば
之
が
枚
、
煙
車
如
何
に
つ
き
て
は
、

で
あ
ら
う
。

机
枕
の
徴
牧
法
、

農
民
の
経
済
的
保
護
の
如
き
現
匂
に
印

し
た
問
題
を
も
諭
す
る
-
己
一
同
時
に
、

蛍
附

ω向
学
者
ピ
同
じ
く
先
つ
井
川
訟
を
吟
味
し
て
そ
の
賀
行
不
可
能
な
る
所

以
を
設
き
、
今
日
の
山
川
合
組
織
を
ヲ
ぞ
の
ま
、
に
維
持
せ
ん
と
す
る
以
上
は
、

要
求
で
あ
る
ご
上
た
引
滋
に
於
て
、
蕃
山
の
訟
の
如
く
、
農
兵
制
肢
の
復
活
を
主
張
せ

F
る
を
得
な
か
っ
た
o

印

六
日
公
凹
民
は
止
む
を
得
5
る
山
川
勢
の

元武立三干削農:ltl(rl 本組出j~占ニ01与五~1'f) 
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も
彼
の
所
調
家
中
花
宅
の
法
で
あ
る
。
彼
は
勿
論
兵
血
足
分
離
し
、
武
士
は
専
ら
文
武
を
修
め
、
農
民
は
緋
転
生
産

を
常
，
と
す
る
の
制
度
は
比
法
で
あ
る
、
併
し
之
に
は
一
定
の
僚
件
を
必
要
ご
す
る
、
今
日
の
如
く
組
枕

ω品
川
め
に

農
民
が
衰
微
し
て
凹
畑
が
荒
滋
し
、
物
成
少
〈
な
h
て
武
士
が
減
減
せ
ら
品
、
、
が
如
、
き
は
、
前
者
共
倒
れ
ご
な
る

の
燥
が
あ
る
、
こ
の
危
機
を
脱
す
る
の
唯
一
の
良
策
は
武
士
山
り
締
農
土
着
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
旧
合
の
浮
浪
人

失
業
者
な
ど
を
雇
入
れ
て
耕
作
せ
し
む
る
事
ご
な
っ
て
散
聞
は
減
じ
、
物
成
の
一
納
は
年
々
強
ご
な
り
、
支
出
減
じ

て
牧
入
増
加
す
る
。
か
く
し
て
初
め
て
枇
併
は
新
し
き
滋
に
生
き
る
で
あ
ら
う
ご
考
へ
た
。

第
五

五百

言

以
上
の
如
〈
、
附
山
滞
の
財
政
は
己
に
窮
乏
し
て
居
に
市
中
は
明
か
で
あ
る
。
年
々
増
加
す
る
経
費
、
然
か
も
夫

れ
は
枇
品
目
の
生
産
力
を
増
大
す
る
が
加
さ
積
極
的

ωも
の
で
は
な
〈
、
債
務
の
利
抑
、
天
災
の
跡
始
末
、
儀
械
、

防
備
の
知
己
消
極
的
の
も
の
で
あ
る
o

之
に
反
L
牧
入
の
増
加
は
之
に
伴
は
十
、
一
度
凶
年
の
襲
来
せ
ん
が
、
非

常
な
る
減
牧
を
来
し
、
水
〈
政
府
H
A
ぴ
民
衆

ω負
儲
ご
し
て
遺
っ
た
の
で
あ
る
。
岡
山
滞
の
肢
も
重
要
な
る
牧
入

た
る
地
租
は
六
会
四
民
で
あ
h
J
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
説
枕
さ
れ
て
庖
た
け
れ
ど
も
、
之
を
以
て
直
ち
に
他
滞
よ
り

も
重
凱
で
あ
っ
た
ご
も
い
へ
ぬ
。
散
凹
が
著
し
〈
精
加
せ
る
事
は
品
質
な
る
も
、
之
は
他
而
に
於
て
特
峨
を
な
し

う
る
の
可
能
が
あ
っ
た
も
の
ご
思
は
れ
る
。
一
一
脈
の
山
を
隔
つ
る
作
州
が
頻
々
ご
し
て
百
姓
騒
動
を
な
し
、
流
血

の
惨
劇
を
・
泌
じ
た
る
は
、
農
業
を
す
て
、
他
に
赴
く
の
這
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
o

然
る
に
岡
山
稽
に
於

τは

殆
r
r
H
姓
一
授
な
る
も
の
が
な
い
v

の
は
】
】
の
迩
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

m
M
二
十
二
容

(
節
六
都

士

) 

ブ【，
五

議

岡
山
藩
白
税
制

論

五八九、六O回頁同上18) 
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岡
山
神
山
枯
制

第
二
十
二
巻

(
第
六
蹴

4二

) 

1， 
:Ii 

併
し
乍
ら
農
業
が
衰
惑
し
て
商
工
業
が
後
述
す
る
事
は
即
ち
封
建
制
皮
の
崩
壊
を
意
味
す
る
の
で
ゐ
る
o

文
商

工
業

ω一
俊
足
は
一
定
的
前
提
を
必
要
ご
す
、
常
時
の
事
情
に
於
て
は
ヲ
ぞ
の
大
な
る
従
連
は
到
底
之
h
f
段
む
事
は
山

来
な
い
。
矢
脹
ら
農
業
の
振
興
助
成
を
な
す
の
M

仰
は
な
か
っ
た
G

結
局
蕃
山
や
立
卒
の
論
じ
杓
い
る
が
如
〈
、
武
士

の
蹄
農
在
宅
論
に
師
右
す
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
見
れ
ば
ご
の
議
論
は
営
時
の
一
枇
曾
組
織
を
是
認
し
、
六
公
阿

民
は
そ
の
則
政
維
持
の
斜
め
に
巳
む
を
得
F
る
も
の
ご
考
へ
て
は
扇
た
が
、
そ
の
ま
、
に
此
任
す
る
時
は
そ
の
刷

品
目
組
織
の
下
部
構
迩
た
る
農
業
の
表
明
世
ご
な
h
、
機
て
そ
の
上
部
構
造
が
慣
れ
る
事
を
虞
れ

τ居
る
o

併

L
乍
ら

-
』
の
議
論
が
巳
に
本
質
的
に
は
封
越
刺
曾

ω一
崩
壊
を
立
昧
す
る
も
の
で
あ
る
o

武
士
を
血
肢
に
師
ら
L
h
u
る
事
は
、

武
士
を
し

τ寄
生
的
生
活
を
放
来
せ
し
め
、
自
ら
刷
曾

ω生
産
開
係
に
入
り
込
み
て
、
一
枇
曾
の
生
産
カ
を
精
進
廿
一

し
め
ん
が
柏
崎
め
で
ゐ
る
o

郎
も
農
業
経
済
刷
命
的
生
産
力
を
品
大
阪
に
畿
掛
せ
し
め
ん
が
潟
め
で
あ
る
。
か
の
明

治
維
新
は
附
由
民
土
右
の
強
形
で
あ
る
u

あ
る
立
味
に
於

τ、
飾
農
在
宅
ご
い
ふ
が
如
き
は
、
出
陣
士
柿
議
の
瑞
酬
を
弛

れ
ん
が
潟
め
に
、
巧
妙
な
る
詞
を
借
り

τ制
品
目

ω解
慨
を
主
張
せ

L
革
命
旧
山
怨
で
あ
る
ご
い
へ
る
o

嘗
附

ω租
税

は
恐
ら
〈
極
限
迄
徴
牧
刊
で
ら
れ
、
枇
曾
の
生
産
力
は
も
単
之
れ
以
上
の
負
担
を
な
し
待
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
o

机

枇
の
増
収
又
は
そ
の
改
革
を
主
川
抗
す
る
も
の
が
、
必
す
や
井
川
訟
に
論
及
し
又
は
崎
山
肱
在
宅
を
一
品
川
州
せ
し
事
は
、

そ
の
枇
曾
の
生
産
力
が
そ
の
刷
品
目
組
織
を
支
持
し
符
な
か
っ
た
事
を
論
説
す
る
も
の
で
あ
る
Q

故
に
封
辿
制
度
一
か

助
演
す
る
は
只
附
機
の
問
題
に
し

τ之
は
必
然

ω
迩
命
で
あ
っ
た
、
而
て
之
に
日
曜
後
の
斧
銭
を
加
へ
た
の
は
黒
川
加

で
ゐ
る
、
黒
舶
の
波
来
は
さ
な
き

r
に
出
掛
乏
せ
品
各
務
山
り
財
政
争
」
根
本
的
に
撹
乱
し
、
財
政
棋
の
把
持
者
た
る
武

士
階
級
は
訟
に
そ
の
特
雌
を
市
民
階
級
に
譲
渡
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
帝
岡
酪

L
院
の
拡
恥
に
よ
り
、
東
川
宮
=
一
百
年
比
川
和
愈
官
補
助
金
に
よ
づ
て
行
り
た
る
研
究
山
一
部
で
あ
る
。


